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「老後 2,000 万円問題」で改めて

退職金制度に注目？ 

◆若者の間で資産形成への関心高まる 

人生 100 年時代を迎え、退職後の収

入が公的年金だけでは、老後資金が

2,000万円不足するという、いわゆる「老

後 2,000 万円問題」が大きく取り上げら

れたことで、自分の老後のお金に関心を

持つ若者が増え、証券会社の開催する投

資セミナーに多くの人が集まっている

そうです。 

◆日本人の５割超が現在の資産や貯蓄

に不満足？ 

内閣府が 8 月 30 日に公表した 2019

年度の「国民生活に関する世論調査」結

果によれば、現在の資産や貯蓄について

「不満」「やや不満」と答えた人の割合

は計 54.3%で、前年より 2.1 ポイント増

えました。 

一方、現在の所得や収入に「不満」「や

や不満」は0.8ポイント減の計45.6%で、

所得や収入については３年連続で「満足

派」が「不満派」を上回る結果となって

います。 

 内閣府政府広報室によると、資産や

貯蓄に関する不満が高まった理由に、

「老後 2,000 万円問題」が影響した可能 

性はあるということです。 

 

 

内定辞退率販売事件と個人情報保護法 

◆リクナビの「内定辞退率販売事件」 

大手就職情報サイト「リクナビ」等を運営

する（株）リクルートキャリアが、自社サー

ビスを利用している就職活動中の学生の「内

定辞退率」をＡＩで予測し、そのデータを 30

社以上の企業に販売していたとして、法的・

企業倫理的な問題となっています。 

８月 26日、個人情報保護委員会は、個人情

報の保護に関する法律（以下「個人情報保護

法」という）第 20条が求める「安全管理措置」

を適切に講じず、また同法第 23条１項に規定

されている「個人データを第三者に提供する

際に必要な同意」を得ていなかったとして、

同社に対し、委員会発足後初となる是正勧告

を行いました。 

また、東京労働局も９月６日、同社が職業安

定法および指針に違反していたとして、す

べての事業について同法違反がないか確認

し、必要な是正や再発防止策を講じること

などを求める指導を行いました。 

◆すべての事業者は「個人情報取扱事業者」 

改正個人情報保護法（平成 29 年５月 30 日

施行）により、規模の大小に関わらず、 

何らかの個人情報を取り扱う 

事業者には、同法が適用されて 

います。自社従業員はもちろん、 

自社の採用活動への応募者や、 

自社サービスを利用 

する顧客の個人情報も、 

適正に取り扱わなければなりません。 
 

 

10 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 

 

 （い い 労 務） 

◆個人型確定拠出年金の制度見直しで「安心」

をアピール？ 

 そうしたなか、厚生労働省の社会保障審議

会企業年金・個人年金部会で検討された、個

人型確定拠出年金（以下、「iDeCo」という）

の制度見直し案にも関心が高まっています。 

同部会では、すべての会社員が iDeCo に加

入できるようにするとともに、現在の 60 歳か

ら65歳へと加入可能年齢を引き上げる等の見

直しを含む改正法案を、来年の通常国会に提

出することを目指すとしています。 

◆iDeCo を活用した退職金制度で、若者の採

用・定着を目指す 

公的年金の所得代替率が現役世代の５割程

度となることを目標として公的年金制度が運

用される以上、ビジネスパーソンが老後資産

の形成のため何らかの自助努力をすること

は、もはや不可欠です。 

上記の制度見直しでは、iDeCo のみに限ら

ず企業型確定拠出年金についても、企業の事

務負担を軽減したり導入のハードルをより低

くしたりする等が検討されています。 

 現在、従業員数 300 人以下の中小企業で一

時金や年金のかたちで退職給付を支給する企

業の割合が年々下がっていますので、こうし

た見直しを機に従業員の資産形成を支援する

仕組みを導入し、若者に長く安定して働いて

もらえる会社という魅力をアピールできるよ

うにしてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 


